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株式分割後における株主優待基準に関するお知らせ 
  

当社は、平成27年５月15日開示「株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて平成27年５月

31日（日曜日）〔当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には平成27年５月29日（金曜日）〕を

基準日とする株式分割についてお知らせいたしましたが、株式分割後の株主優待基準につきまして、下

記の通りお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１． 株式分割後の株主優待基準 

 株主優待制度に関しましては、従前通り、毎年２月末日現在の当社株主名簿に記録された株主様の

うち、１単元（100株）以上ご所有の株主様を対象といたします。 

 株式分割後の最低投資単位をご所有の株主様も優待の対象となりますので、実質的な制度拡充とな

ります。 

 

２．適用時期 

 上記の株主優待基準は、平成28年２月29日（月曜日）現在の株主名簿に記載または記録された株主

の皆様を対象とする株主優待から適用いたします。 

 

 

以 上 


